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2026 年の始まりにあたり、

皆様のご健勝と幸せを心よ

り願っております。 
「世界経済は依然として

不安定な状態が続いており、

特にアメリカの政策変動や

中国経済の停滞が懸念され

ております。また、地政学的

リスクも高まりつつあり、国際的な情勢が我々に

とっても大きな影響を与えることは避けられま

せん。 
また、国立大学の経営状況も依然として厳しい

中で、私たちはより一層の努力が求められます。

教育と研究の質を維持しつつ、有限な予算の中で

効果的な資源配分を行い、持続可能な運営を実現

するための創意工夫が必要です。大学執行部も全

力を尽くしていることかと思いますが、我々職員

組合も、より良い大学づくり・職場づくりに向け

て全力を尽くしたいところです。本年も引き続き

皆様のご支援とご協力を賜りますよう、よろしく

お願い申し上げます。」 
と、一年前の新年の挨拶文を AI（Copilot）に書

かせましたが、世界情勢・経済状況の不確実性は

ますます高まる一方です。さすが AI といったと

ころですが、その解決策までは提示してくれない

でしょう。 

組織は人です。大学も人です。AI の積極的な活

用等の DX 推進によって業務効率化やリストラク

チャリング、大学経営の有効性の向上、働きがい

やワークライフバランスを高いレベルで生んで

いくことは必要ですが、意思決定する主体は人で

す。 
人には感情や感性があって、それが創造性の源

です。そして、人は他者と相互作用することによ

って間（あいだ）にさらに新しく大きな知を創造

することができます。 
AI は早晩、AGI に発達します。カーツワイルは

シンギュラリティを 2045 年と予測しましたが、

イーロン・マスク氏は今年だとも言っています。

その時、世界は大きく変わるでしょう。わたした

ちの仕事の仕方もコペルニクス的転回を迎える

はずです。 
でも、（マトリックスで描かれたように世界の

システムに養殖されていなければ）人は人です。

シンギュラリティ後も笑うし、泣くし、感動する

し、ムカつくでしょう。そんな感情や感性を大切

にしながら今年の組合活動をしていきたいと思

いますし、基本的にはポジティブな感情や創造的

な感性をもって、大学のあり方とわたしたちの働

き方について皆様と考えていきたいと思ってい

ます。 
今年が岡山大学の教職員の皆様にとって幸多

き一年になりますように。 
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岡山大学職員組合連合体では、より良い大学づ

くり・働き続けたいと思える職場づくりを目指し

て、様々な活動をして参りました。 
団体交渉等を通じて実現できたこともありま

したが、職場改善をより強力かつ具体的に推進さ

せるため、これまでの大学執行部との「協調関係」

を「共創関係」へと一歩踏み込んでおります。 
現時点で執行部と共有している「共創プロポー

ザル」は下記の組合ホームページに掲載しており

ます。 

「岡山大学共創プロポーザル」発表

（岡山大学職員組合） 

https://odunion.jp/3996/ 

本年度も教職員の皆様から、より良い大学・働

き続けたいと思える職場にしていくためのアイ

ディアを集めさせて頂き、担当副学長を窓口とし

て、実現に向けた協議のテーブルに乗せて参りま

す。 
「こうすればもっと良くなる！」「こういう形

が望ましいのではないか？」といった具体的なア

イディアを自由記述でご記入ください。その際、

問題の指摘に留まらず、改善策や対案を必ずお示

しください。またご記入頂くアイディアについて

当てはまるカテゴリーをご指定ください。 

回答は匿名でも可能です（記名での回答をご希

望の方はお名前やメールアドレスをご回答くだ

さい）。なお、頂戴したアイディアは、大学執行部

との協議の場における説得力や実現可能性を高

めるために、連合体執行委員会において、文意を

変えない範囲で要約・編集する可能性があります

ことをご了承ください。 
組合では大学執行部と直接対話しながら大学・

職場改善を進めております。随時、組合員を募集

しておりますので、より良い大学・職場づくりに

関わりたい方はぜひ、ご所属の組合員にお声がけ

頂き、ご加入ください！ 

共創アンケートはこちらからご回答ください！

回答期限は２月２０日（金）です！ 
https://forms.gle/v5e9KBJNYi3mUHFg6 

 

共創アンケートにあなたの声をひとこと 
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2025 年 11 月 27 日に実施された団体交渉について、2026 年 1 月 19 日付で組合と大学当局の間で

「団体交渉確認書」が正式に交換されました。本号では、交渉内容を広く共有するため、この確認書の

全文を掲載いたします。 
なお、今回の交渉概要については、組合だより 292 号でも報告しております。今回の団体交渉では、

賃金・手当、人員確保、子育て支援、非常勤職員・非常勤講師の待遇改善など、多岐にわたる項目につ

いて協議が行われました。主な要求項目は以下の通りです。 

1. 人事院勧告・給与関連（賃金引き上げ、各種通勤手当、地域手当 ほか） 
2. 入試関連業務手当（一般入試、CBT・OSCE 業務） 
3. 非常勤職員の待遇改善（給与引き上げ、ボーナス支給、休暇制度見直し 等） 
4. 非常勤講師の待遇改善 
5. 子育て支援施策（孫のための休暇制度、子連れ学会参加支援、看護養育休暇の拡充） 
6. 医師・看護師の人員確保 
7. 休日勤務に関する制度運用 

これらの要求に対する大学側の回答・合意内容を、確認書全文にてご確認ください。 

団体交渉確認事項 2025-1 

団体交渉に基づく確認事項 

岡山大学職員組合（以下「組合」という。）と国立大学法人岡山大学（以下「大学」という。）は，

2025 年 11 月 27 日にもたれた労働組合法第六条に基づく団体交渉結果を以下のように確認した。 

１．人事院勧告・給与に関する要求 

１－１．賃金引き上げ 

組合は、2025 年人事院勧告を最低限の基準とし、物価上昇に見合った月例給および期末・勤勉手当

の引き上げを、2025 年 4 月に遡って実施することを求めた。また、旧年俸制や非常勤職員の給与制

度についても、十分な賃金引き上げを行うことを要望した。 
大学は、2025 年の人事院勧告に準拠する方向で検討していることを示した。昨年度に続き大幅な

引き上げが示されており、大学財政に大きな負担が生じるものの、国の施策や教職員の生活水準維持

の観点から、賃上げを推進する意向を示した。決定時期は昨年同様、1 月から 2 月頃を想定し、3 月

給与への反映を目指す。財源確保については、約 9 億円の追加負担が見込まれる中で、経費削減や効

率化を進める必要があるが、人件費対応を優先する方針である。非常勤職員の時給単価は、岡山県最

低賃金や岡山市の求人単価を基準に設定しており、近年は毎年改定している。2024 年 10 月の最低賃

金改定に合わせ、2025 年 4 月には 1,100 円（事務補佐員、技術補佐員）に引き上げ済みであり、2026
年 4 月にはさらに引き上げる方向で規則改正を検討中である。旧年俸制については、人事院勧告に直

接連動しない制度設計であるが、新年俸制への変更は随時可能である。 
組合は、月給制と同様に 4 月遡及対応を求めたが、大学は、年俸制は年度初めの契約に基づく運用

であり、途中変更は難しいとの考えを示した。新年俸制のグレード改定は 3 年間の業績評価に基づく

仕組みであり、即時対応は現時点で想定していない。組合は、できるだけ早期に追随する仕組みを検

団体交渉確認書を交換 
—2025 年交渉の合意内容を全文掲載— 
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討するよう要望した。大学は、現行制度では翌年度からの対応となるが、今後の賃金動向を踏まえ、

検討を進める意向を示した。 
組合は、人事院勧告への準拠を前向きに検討している大学の姿勢に謝意を示しつつ、財源不足が最

大の課題であることを指摘した。大学は、運営費交付金の増額に向けた成果重視の取り組みや、外部

資金獲得の推進を説明した。また、寄付金の増加を重要課題と位置づけ、施策を検討中であることを

示した。組合は、寄付金や病院収入、授業料など多様な収入源について、大学と意見交換を行いなが

ら前向きに進めることを確認した。 
なお、今後の状況により人事院勧告への準拠が困難となる場合には、改めて団体交渉の場を設ける

ことを双方で確認した。 

１－２．マイカー通勤手当 

組合は、2025 年人事院勧告においてマイカー通勤者に対する通勤手当の見直しが示されたことを

踏まえ、岡山大学においても同勧告に準じた対応を行うことを求めた。あわせて、学内駐車場の無料

化および学外駐車場利用者への手当支給についても、通勤支援の一環として検討することを要望し

た。 
大学は、マイカー通勤に関して人事院勧告に準じる方向で検討を進めていることを示し、その際に

は影響額を慎重に試算しながら対応を決定する必要があると説明した。基本方針としては、報酬、す

なわち月例給の引き上げを最優先に考え、その上でその他の手当について財政状況を勘案しながら判

断する方針である。現段階では、マイカー通勤手当についても人事院勧告に準じる方向で検討中であ

ることが確認された。 
組合は、駐車場手当についても人事院勧告で言及されていた点を踏まえ、取り扱いの方向性を質問

した。大学は、現在、車で通勤する職員に駐車料金を負担してもらっているが、その料金をどのよう

に減額するか検討を進めていると回答した。組合は、駐車料金の減額も検討対象であるか確認し、大

学は減額の方向で前向きに検討しているが、具体的な金額や方法は未確定であると説明した。 
組合は特に病院の駐車料金について高額で減額が難しい状況を指摘し、対応を求めた。大学は、病

院は津島キャンパスと条件が異なり、駐車スペースの制約があるため対応が難しい面があるが、不公

平感が生じていることを認識しており、公平性を保つ方向で検討する意向を示した。 
組合はさらに、学外駐車場利用者への手当について質問し、特に病院勤務の看護師が外部駐車場を

借りている状況を説明し、援助や補助の検討を要望した。大学は、通勤距離の基準を満たしているに

もかかわらず学内駐車場を利用できないため外部駐車場を借りている場合と、基準を満たしていない

場合では対応を分ける必要があると述べ、現時点では具体的な対応策は検討中であることを説明し

た。組合は、現在検討されているのは、駐車場を利用させたいがスペース不足で利用できない方への

対応であるか確認し、大学はそれが第一の検討事項であると回答した。 

１－３．公共交通通勤手当 

組合は、2024 年人事院勧告において公共交通による通勤手当の支給上限の引き上げおよび支給要

件の拡大が示されたことを踏まえ、岡山大学においても同勧告に準拠し、当該項目について適切な対

応を行うことを求めた。大学は、昨年度の判断を変更することは現段階では考えていないと回答した。 
組合は、この件に関して多くの声が寄せられており、関心が高いことを強調し、他大学の状況を踏

まえ、岡山大学の立地や人材確保の観点からも重要な要素であると指摘した。特に神戸大学や広島大

学など競合大学も同様の条件にあり、山陽新幹線沿線という立地から、通勤手当の導入は人材確保戦

略上有効であると述べ、積極的な対応を求めた。大学は、人材確保の観点でメリットがある可能性を

認めつつ、すぐに対応することは難しいとし、他の手当も含め総合的に検討しながら継続して議論す

る意向を示した。 
組合は、任期付き職員が多い現状を踏まえ、流動性を高めるためにも新幹線通勤費用の支給は重要

であり、家族の事情から引っ越しが困難な場合に有効な手段となることを指摘し、再度検討を要望し

た。大学は、人材確保において通勤手当だけでなく研究環境や働きやすさも重要であると述べ、総合

的な観点から通勤手当についても検討を続ける意向を示した。 
組合は、家族の問題も含めて現実的な対応を求め、前向きな検討を要望した。 
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１－４．地域手当 

組合は、2024 年人事院勧告により 2026 年 4 月から岡山市の地域手当が 3％から 4％に引き上げら

れることを踏まえ、岡山大学においても同勧告に準拠し、当該引き上げを反映することを要求した。

大学は、地域手当について来年度からの引き上げが予定されていることを認識しており、今年度の人

事院勧告への対応と併せて前向きに検討する意向を示した。ただし、影響額が非常に大きいため、簡

単には決定できないが検討を進めていると説明した。 
組合は、準拠しない場合には再度団体交渉の対象となることを確認したうえで、地域手当とは別に

教職員調整手当の引き上げについても質問し、附属学校園の教員から対応を懸念する声が寄せられて

いることを伝えた。大学は、教職員調整手当について対応する方向で進めていると回答し、附属学園

の教員は岡山大学採用ではなく岡山県や岡山市からの交流人事であるため、給与水準を合わせる必要

があり、その対応を進めていることを説明した。 

２．入試手当に関する要求 

２－１．一般大学入試業務 

組合は、昨年の団体交渉において入試手当の支給が困難であるとの回答があったことを踏まえつ

つ、入試業務の負担に対する理解が示され、業務軽減についても検討している旨の説明があったこと

を確認したうえで、試験当日の監督業務および連絡業務に対して入試手当を支給することを要求し

た。また、入試業務全般にかかる負担の軽減を求めた。 
大学は、入試手当そのものを変更する予定は現時点ではないと回答したが、業務負担をできるだけ

軽減する方向で検討を進めていると説明した。具体的には、教員から負担が大きいとの声があった業

務について、冊子の配布や選考資料の作成・点検などを教員が担当しないようにし、さらに編入学試

験や大学院入試の筆記試験については事務職員や外部委託の活用を可能とした。学長からも業務軽減

を進めるよう指示があり、今後も軽減できる業務から順次対応する方針であることを示した。 
組合は、これまで教員が担当してきた業務に制度上の縛りがあるのかを質問し、大学は特に縛りは

なく、他大学では大学入学共通テストを事務職員が担当する例もあると回答した。ただし、岡山大学

では長年教員が担当してきた経緯があるため、まずは編入学試験や大学院入試から事務職員や外部委

託を導入し、様子を見ながら拡大を検討する意向を示した。 
組合は業務軽減を歓迎する一方で、入試の公正性確保のため面接準備や書類審査などの業務はむし

ろ増えており、入試ミス防止のためチェック体制が強化され、精神的負担が大きくなっていることを

指摘し、特殊な業務であることを改めて認識し対応を求めた。大学は、入試ミスが大きな精神的負担

になることを認め、今年度の前期日程試験から入試業務の一部を外部委託するなど負担軽減策を導入

する方針を示した。 
組合は、依然として負担が大きい業務であることに変わりはないため、今後も要求を続ける意向を

示し、財政的な問題があることは理解しつつ、優先度の高い課題として認識するよう求めた。 

２－２．CBT・OSCE 関連業務 

組合は、共用試験（CBT・OSCE）の公的試験化に伴い、会場責任者等の教職員が通信制限下での

常駐勤務や外出不可の拘束を強いられており、業務は高い緊張と責任を伴い、通常勤務とは明確に異

なることを指摘し、試験従事日について特殊勤務手当の支給を求めた。 
大学は、CBT 試験の監督業務が精神的負担を伴うことを認識しているとしながらも、特殊勤務手当

は著しく危険な業務などに対して支給されるものであり、ストレスの程度を比較することは難しいと

説明した。現在支給している特殊勤務手当は国の基準に準拠したものであり、CBT 試験については負

担軽減策を試験実施側に働きかけているが、現時点では十分な改善には至っていないと述べた。今後

も負担軽減策を継続する意向を示しつつ、特殊勤務手当の新設については慎重に判断する必要がある

と回答した。 
組合は、大学が公益社団法人医療系大学間共用試験実施評価機構に申し入れを行っている支援内容

について質問し、大学は詳細確認中であるが、主な問題は機器の不具合などコンピューターテスト特

有のトラブルであり、全国一斉試験の円滑な進行を支援する内容であると説明した。組合は、支援が

金銭的なものであれば手当に回せないかと質問したが、大学は金銭的支援ではなく、負担軽減そのも

のを優先するものであると回答した。関連して、組合は入試手当が特殊勤務手当の枠組みであったか
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を確認し、大学は特殊勤務手当として対応していたと説明した。 

３．非常勤職員の待遇改善に関する要求 

３－１．給与水準の大幅な引き上げおよびボーナスの支給 

組合は、物価高騰が続く中、非常勤職員の給与水準が生活維持に必要な水準に達しておらず、最低

賃金の引き上げ対応だけでは不十分であると指摘し、大学として非常勤職員の業務への貢献を正当に

評価し、大幅な給与引き上げを実施することを求めた。さらに、組合が実施した事務補佐員労働環境

アンケート調査では、事務補佐の範疇を超える労働実態が明らかになっており、待遇を実態に見合っ

たものにすること、また待遇格差是正の一環としてボーナスの支給を求めた。 
大学は、給与単価については最低賃金に準じて引き上げていることを説明しつつ、事務補佐員の職

務が本来の範囲を超えていることが問題であり、まずは是正を徹底したいと述べた。また、賞与につ

いては業績給という性質から非常勤職員には適用しない方針であると回答した。 
組合は、最低賃金対応のみでは不十分であり、頻繁な値上げに追いつかない現状を指摘し、さらに

非常勤職員が正規職員の業務を担う場面が増え、区別が曖昧になっていることを強調した。こうした

状況で不満が蓄積し、ストレスにつながっていること、過去に「非常勤に正規職員の業務をさせない」

という方針が徹底されなかったことを指摘し、アンケート結果を踏まえた改善を求めた。組合は代読

文書において、同一労働同一賃金の徹底が現場でなされていないこと、非常勤職員が常勤職員の代替

業務を担いながら給与が変わらない現状を批判し、責任ある業務に見合う適切な評価と給与のベース

アップ、昇給、賞与の支給を強く要求した。大学は、現場の実態を理解したと述べ、具体的な対応策

を検討する意向を示した。 
組合は、無期雇用で長期間勤務する非常勤職員に対し、ライフステージを考慮した賃金体系の検討

を求め、現行の 3 段階評価を見直し、能力や貢献度に応じた待遇を実現することを要望した。また、

現場では「やる気搾取」という言葉が出るほど不満が高まっており、評価が見えない状態で働き続け

ることが困難であると指摘し、金銭的評価を含む仕組みの導入を求めた。大学は、非常勤職員の声を

聞く場や面談の仕組みを整備し、管理職員への意識浸透を図る意向を示したが、組合は「話しても待

遇が変わらない」という現状を改善する必要があると強調した。さらに、無期転換後の給与体系を再

設計し、長期勤務者への待遇改善を行わなければ優秀な人材を失うリスクがあることを指摘し、大学

に対し真摯な対応を求めた。大学は、要望を受け止め、どのような形が良いか検討する意向を示した。 

３－２．フレックスタイム制の導入 

組合は、昨年の団体交渉において非常勤職員の勤務柔軟化に向けたフレックスタイム制導入につい

て前向きな回答があったことを踏まえ、育児・介護・通院等の事情に応じて柔軟に勤務できる環境を

整えるため、フレックスタイム制を制度として導入することを求めた。特に子育て中の職員において

は、養育に関わる突発的な案件が数多く発生するため、そうした事情に対応できる制度が必要である

と指摘した。組合は、非常勤職員にとって勤務時間の柔軟性は大きなメリットであり、フレックスタ

イム制が導入されれば子育てや介護などへの対応が容易になり、負担やストレスの軽減、不満の防止

につながると述べた。 
大学は、現在、小学校就学前の子どもを持つ職員に対してスライド勤務を認めており、あらかじめ

勤務時間を前後にずらす方式を導入していることを説明した。その上で、近隣の国立大学法人の導入

状況を調査しながら、フレックスタイム制についても検討を進める意向を示した。組合は、スライド

勤務は事前に申請する方式であり、突発的な事態に対応できる仕組みとしては不十分であると指摘

し、フレックスタイム制であればその日の状況に応じて出退勤時間を調整できること、コアタイムを

設定すれば業務に支障なく対応可能であることを説明した。大学は、他大学の事例や導入時のメリッ

ト・課題を踏まえて検討を進めると回答した。 
組合は、職場によっては難しい場合があることを認めつつ、完全なフレックスタイム制でなくても

突発的な事態に対応できる仕組みの導入を求めた。 

３－３．リフレッシュ休暇・夏季休暇の時間単位取得および事後取得 

組合は、職員が業務の繁閑や個別事情に応じて柔軟に休暇を取得できるよう、リフレッシュ休暇お

よび夏季休暇について時間単位での取得を可能とする制度変更を求めた。もしくは、時間単位取得が
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可能な年休を温存するため、急な用件で 1 日休む場合に事後取得を可能にする制度変更を求めた。 
大学は、リフレッシュ休暇や夏季休暇の趣旨からすると、しっかり休養するために 1 日単位で取得

するのが基本であると説明したが、附属学校園では夏季休暇を半日単位で取得できるようになってお

り、大学でも 10 月 1 日から半日単位での取得を可能にするよう就業規則を改正したことを示した。

ただし、リフレッシュ休暇全体の趣旨からは 1 日単位での取得を促進したいと述べた。 
組合は、非常勤職員にとって時間単位の年休は勤務時間の自由度を上げるために重要であり、年休

の取得義務化によりストックが減っている現状を指摘した。さらに、リフレッシュ休暇や夏季休暇が

事前申請でしか使えないため、突発的な休みに対応するには年休を使うしかなく、結果的に年休が削

られてしまうことを説明し、事後取得できる仕組みの導入を求めた。 
大学は、常勤職員には特に要望がないことを確認し、非常勤職員の勤務柔軟性確保のため、フレッ

クスタイム制や時間単位休暇取得などを含め、全体を総合的に検討する意向を示した。 

３－４．特別休暇の待遇格差の是正 

組合は、現在、非常勤職員には「保育休暇」、「生理休暇」、「傷病休暇」、「私傷病休暇」、「ドナー休

暇」及び「介護休暇」などが無給でしか認められていない一方、常勤職員にはこれらが有給で付与さ

れており、待遇面で大きな差があることを指摘した。特に「傷病休暇」は業務上の療養を目的とした

制度であるにもかかわらず、非常勤職員には無給となっている点を不合理とし、非常勤職員にも病気

休暇を付与し、常勤職員と同様に最大 90 日まで有給扱いとすることを求めた。 
大学は、非常勤職員は職務内容や責任の程度、勤務時間や形態が常勤とは異なるため、同一制度の

適用は難しい面があると説明したが、介護休暇については有給化を検討していることを示した。その

他の休暇制度についても、働き方全体を踏まえて検討を進める意向を示し、財源や人員配置の課題を

考慮しながら最適な形を継続的に検討する方針を述べた。組合は、介護休暇の有給化検討に謝意を示

しつつ、傷病休暇についても同様に検討するよう要望した。大学は、傷病休暇については整理が必要

であると回答した。組合は、業務上の療養であるにもかかわらず無給となる矛盾を指摘し、年休を使

わざるを得ない現状を問題視した。 
また、待遇差の理由として「異動の有無」が挙げられていた点について、非常勤職員には原則とし

て異動がないはずだが、実際には異動が行われた事例があることを指摘し、その理由を質問した。大

学は、原則として異動はないが、予算や組織の都合でやむを得ない場合があり、その際は事前に本人

と話し合い同意を得る形で対応していると説明した。組合は、同意を求められても実質的に断れない

状況があったのではないかと指摘し、特に金銭を扱う部署で異動が行われていることに不満があると

述べた。大学は、特別契約職員についても、コンプライアンス確保のため、同様の基準で異動が行わ

れる場合があり、過去には 1 年以上かけて同意を得ながら異動した事例があることを説明し、声があ

れば確認する意向を示した。組合は、複数の不満の声があることを伝え、大学に対し状況確認を求め

た。大学は、確認を行う意向を示した。 

３－５．年休の年間取得日数増加期間の短縮 

組合は、現在、常勤職員は採用初年度から最大日数の年休が付与される一方、非常勤職員は最大日

数に到達するまでに約 6 年を要し、待遇格差が存在することを指摘した。組合は、常勤職員と同様に

非常勤職員にも採用初年度から最大日数を付与する制度変更を求め、これにより求人効果も期待でき

ると述べた。さらに、現行制度では年休取得の義務化により、付与日数が 10 日を超えると時間単位

で使える年休が減少する現象が起き、週 4 日勤務と週 5 日勤務の非常勤職員間で不合理な逆転現象が

発生していることを指摘した。組合は、こうした問題を踏まえ、初年度から全員に最大日数を付与す

る方が合理的であると主張し、求人票に記載される年休日数が採用競争力に影響することも強調し

た。 
大学は、採用時から年休を付与している点は労働基準法より有利であるとしつつ、それ以上の変更

は現時点では考えていないと回答した。組合は、年休取得義務制度が非常勤職員に不合理な影響を与

えていることを再度指摘し、大学はこの問題が時間単位休暇やフレックスタイム制度とも関連するた

め、総合的に検討する必要があると述べた。 
組合は、検討に要する期間について質問し、大学は複数の要素を勘案する必要があるため時間を要

すると回答した。組合は、適切な時期に質問書や懇談会で確認を続ける意向を示し、大学に対し早期

の対応を求めた。 
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４．非常勤講師の待遇改善に関する要求 

組合は、ライティング授業の導入により非常勤講師の業務負担が著しく増加していることを指摘

し、授業準備・添削・学生対応など授業外業務が無償で行われている現状を問題視した。組合は、大

学が「学生同士でピアレビューを行うなど負担軽減策を講じている」と説明しているが不十分であり、

業務量の削減と報酬制度の見直しが必要であると主張した。特に、授業外労働が契約上の時給に含ま

れていないにもかかわらず、添削や課題作成などの作業が発生していることは不合理であり、大学が

非常勤講師の労働時間を正確に把握していないことが問題の本質であると述べた。 
大学は、非常勤講師の負担を認識しており、ライティング授業について学部で負担軽減策を検討し

ていると回答したが、ライティングのみ単価を上げる対応は難しいと説明した。 
組合は、非常勤講師が個人の PC を業務に使用せざるを得ない現状や、授業時間のみ時給を支払い、

それ以外の業務を無制限に課す構造が違法性すら疑われると指摘し、大学に対し真剣な対応を求め

た。 
大学は、TA の配置などで対応している場合もあるが、共通教育では一律の対応が難しいとし、課

題や負担の実態を共有しながら対応策を検討する必要があると述べた。 
組合は、大学が授業外労働を放置している現状は全国的に問題化する可能性があり、岡山大学が先

駆けて対応を検討することを強く要望した。 

５．子育て支援に関する要求 

５－１．孫のための休暇制度の整備 

組合は、高年齢化が進む職員層のニーズに対応するため、孫の誕生や育児支援に関する休暇制度の

整備を求めた。昨年度の団体交渉では、大学が病気の孫の看護休暇の新設を検討していることが確認

されており、今年度から病気の孫の看護等を目的とした休暇制度が導入されたことを大学が報告し

た。 
組合は、誕生前後 1 か月間における支援ニーズも高く、育児期の家族を支える柔軟な休暇制度が必

要であると指摘し、在宅勤務の要件に「孫の看護・育児支援」を含めることで、育児支援と働き方の

両立を図る制度設計が可能であると提案した。また、岡山市をはじめ複数の自治体で導入が進んでい

る事例を踏まえ、大学として独自の制度整備を進めることを求めた。 
大学は、今後のさらなる休暇制度の整備について、他大学の導入状況や県・市の取り組みを踏まえ

ながら検討する意向を示し、特に孫の誕生後 1 か月の支援ニーズについては慎重な検討が必要である

と述べた。 
組合は、県や市で制度が導入された場合に大学がそれに合わせるのかを質問し、大学は必ずしも合

わせるわけではないが、状況を考慮しながら進めると回答した。組合は、岡山大学が先駆けて導入す

ることも良いのではないかと提案し、大学はそれも一つの考え方であるとしつつ、休暇制度を次々に

導入すると勤務に関する他の支援体制が整っていない場合に不満が生じ、結果的に休暇が取りにくく

なる恐れがあるため、制度導入と並行して支援体制の整備を進めることが重要であると述べた。また、

そのためには外部資金の確保も必要であると説明した。 

５－２．子連れ学会参加支援制度の整備 

組合は、学会等に帯同する子どもの交通費について、外部資金等で支給可能となる制度の整備を求

め、他大学の事例を参考に研究者が安心して出張できる環境づくりを進めるよう要望した。 
大学は、他大学の状況を調査しており、現在約 2 割の大学で制度が導入されていることを報告した。

導入はここ 1～2 年で進んだものであり、大学では対応の具体的な形や関係規定、フローなどの資料

を取り寄せている段階であると説明し、早ければ来年度早々にも制度を実現できる見込みであると述

べた。組合は、早期導入を強く要望した。 

５－３．家族の看護養育休暇の拡充 

組合は、現在、家族の看護養育休暇が「一の年度において 5 日（2 人以上の場合は 10 日）以内」と

されているが、インフルエンザ等の罹患により短期間で消化されてしまうケースが多く、制度として

十分とは言えないと指摘した。子や孫が病気になった場合でも安心して働き続けられる環境を整える
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ため、休暇日数の増加を求めるとともに、アンケートで寄せられた「中学生・高校生になっても病院

への付き添いや学校行事への参加が必要であり、小学校と変わらない負担がある」という意見を踏ま

え、対象年齢の上限引き上げも併せて要望した。さらに、組合は、PTA 活動などでもこの休暇が利用

できるよう活動要件の拡大を求めた。 
大学は、現時点では制度の範囲拡大や中高生への対応は検討していないが、必要性は理解しており、

他の休暇制度との整合性を含めて今後検討する意向を示した。組合は、この休暇が利用できるように

なれば休暇の時間単位取得枠を大きく取る必要がなくなるため、関連制度と併せて検討するよう要望

した。また、求人において「学校行事を考慮します」という文言が重要であることを指摘し、大学は

それも含めてどのような形が良いか検討する意向を示した。組合は、早期の検討を重ねて要望した。 

６．医師・看護師の人員確保に関する要求 

組合は、医師・看護師の人員不足が依然として続いており、現場では業務負担が過重となっている

ことを指摘し、給与水準の改善も重要ではあるが、それ以上に人員確保を優先し、安定的かつ持続可

能な医療体制を整備することを求めた。 
大学は、看護師については患者数に応じて配置を行っているが、業務量が増えていることは事実で

あると認めた。一方で、病院経営は非常に厳しい状況にあり、昨年度は昇給や賞与の削減、学長や財

務担当理事の賞与減額などの対応を行ったことを説明した。病院の赤字が拡大すると大学全体の人件

費対応にも影響が出るため、単純に人数を増やすことは難しい状況であると述べた。大学は、現在、

病院改革プランの中で DX による業務効率化や不要業務の削減などを進めており、こうした取り組み

も含めて今後検討していく意向を示した。 
組合は、国がこの問題を援助すると言っていることを指摘し、大学に対し国の支援を受けられるよ

う対応を求めた。大学は、国の方針がまだ決まっておらず、大学にどのような形で支援が降りてくる

かは不明であると説明し、具体的なことは現時点では言えないが、国の支援に期待しつつ学内ででき

る努力を続ける意向を示した。 

７．休日勤務に対する制度運用に関する要求 

組合は、大学都合による休日勤務において振替休の取得が困難な状況が常態化しており、振替休を

記録しても実際には勤務している教員が多く、制度の形骸化が進んでいることを指摘した。その上で、

大学に対し以下の対応を求めた。第一に、休日勤務の実態を大学として認めること。第二に、休日給

制度の存在と選択肢を教員に明示的に周知し、制度利用を促進すること。第三に、休日給申請に際し

て過度な理由聴取をせず、申請者の判断を尊重して速やかに支給決定すること。組合は、教員の過重

負担を可視化し、制度の実効性と公平性を確保するため、大学に誠実な対応を求めた。 
大学は、休日勤務の実態を認識しており、振替休日が取得できない現状を改善する必要があると述

べた。労働基準法上、休日勤務は給与で代替するのではなく、まず休暇を確保することが基本であり、

休日給は例外的対応であることを説明した。また、振替休日と代休の違いを明確化し、制度周知を強

化する必要性を認識していると述べた。大学は、会議増加や業務過多が休暇取得困難の要因であるこ

とを指摘し、会議時間や回数の見直し、業務負担軽減策を検討する意向を示した。 
組合は、制度の理想と現実のギャップを指摘し、休日給制度や代休制度の理解不足が問題であると

述べ、制度の分かりやすい説明と適正運用を求めた。大学は、制度運用の改善と並行して働き方改革

を進める方針を示し、双方は制度運用改善と業務負担軽減策について継続協議することで合意した。 

2026 年 1 月 19 日 

国立大学法人岡山大学学長 

那 須 保 友  印 

岡山大学職員組合執行委員長 

高 岡 敦 史  印 
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3 月 3 日（火）の夜、自然科学研究科棟の屋上で月食をみんなで楽しむ観望会をやります！ 
今回はなんと皆既月食！赤く染まる「ブラッドムーン」を一緒に見ましょう艦艧艨艩艪艓艔꽅꽆 

日時：3 月 3 日（火） 18:30～20:30 

場所：自然科学研究科屋上 

対象：岡山大学教職員・学生とその家族やお知り合い（無料） 

※悪天候のときは中止します。 

開催・中止のご案内は、組合ホームページ 

（https://odunion.jp/）でお知らせします。QR はこちら→ 

主催：岡山大学職員組合・岡山大学理学部職員組合 

月食観望会のお知らせ 

3 月 3 日の皆既月食の岡山での見え方 
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昨年 12 月 12 日、13 日、山口市にて開催され

た九州、中国四国地区ブロック研修会に参加いた

しました。今回は、近畿地区ブロックとの合同の

研修会となり、書記 8 名が参加いたしました。 
初日は、

公共施設に

おいて学習

会が行われ

ました。学

習会では、

かつて岡山

大学職員組

合の副委員長を務められ、現在は全大教の中央執

行委員長（鳥取大学准教授）としてご活躍されて

いる笹倉先生にご講演いただきました。演題は

「大学と全大教の昔、今、これから－全大教委員

長として思うこと」であり、全大教という組織の

成り立ちや役割についてのご説明に加え、笹倉先

生ご自身の大学・組合・全大教に対するお考えを

伺うことができました。職員組合及び全大教につ

いて理解を深める貴重な機会となりました。 

2 日目は、笹倉先生を交えて、書記同士で、各

組合における業務内容や単組の取り組み等につ

いて情報交換を行いました。その中で、数名の書

記の方から、「岡山大学職員組合が発行している

組合だよりを毎回読んでおり、自組合の活動に活

かしている。」とのお話を伺い、今後の組合だより

作成に向けて大きな励みとなりました。また、他

大学の書記が抱える業務上の課題について意見

を交わし、互いにアドバイスを行うなど、活発な

交流が行われました。研修会後には、「大変有意義

で、学びや気づきが多かった。」との声が数多く寄

せられ、一人ひとりが前向きな成果を実感できる

機会となりました。今回の研修会で得たことを、

今後の書記

業務に活か

していきた

いと思いま

す。（藤澤） 

 

楽しい仲間のふぁみりいコンサート vol.8 ～心と心をつなぐメロディ～ 

Program 
 

アメイジング グレイス 

いつも何度でも 

オペラ《ナブッコ》より〈行け、我が想いよ、黄金の翼に乗って〉 

ウィーン我が夢の街 他 

 

旅路 

Killing me softly with his song 

想いあふれて Chega de Saudade 

オペラ《カルメン》より〈ハバネラ〉他 

出 演：岡山大学職員組合合唱団 

日 時：2026 年 3 月 22 日（日） 開場：14:30 開演：15:00 

場 所：岡山ルーテル教会 岡山市北区広瀬町 3－13 

ご来場を心からお待ちしております！    入場無料 

コンサート主催：岡山大学職員組合合唱団   お問い合わせ：岡山大学職員組合 

Tel/Fax：086-252-4148 mail：info@odunion.jp HP：https://odunion.jp/ 

全大教書記研修会報告 

組合合唱団コンサートのお知らせ 
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サイクリングで里山探訪 
第 18 回 サイクリング先進国でツアー（１） 

高橋裕一郎（理学部職員組合） 

自転車は通勤、通学、買い物などに便利な移動

手段ですが、スポーツやレジャー、旅行への利用

は、まだまだ増える余地がありそうです。最近で

はインバウンドの旅行者がサイクリングを楽し

む姿をよく目にするようになりました。自転車は

エコで、健康的で、そして楽しい乗り物なので、

世界的に愛好者が増えているのではないでしょ

うか。この春から自転車の交通違反に対する罰則

の厳格化が実施されます。この機会に日本では自

転車にやさしい道路環境をもっと整備していた

だきたいものです。ところで、環境問題にうるさ

い欧州では、サイクリング環境はどうなのでしょ

うか。欧州各国ではサイクリング環境のよさを競

うようにアピールしています。その恩恵を受けな

がら、熟年・高齢者も泊まりがけで遠距離サイク

リングを楽しんでいます。 
今回は岡山の里山を遠く離れ、自転車発祥の国

であるドイツにおける里山サイクリングを紹介

します。南ドイツ、バイエルン州のアルトミュー

ル川に沿って、アイヒシュテット（Eichstätt）から

レーゲンスブルク（Regensburg）までを走る、3 日

間のコースです。当地では、花が咲き日が長い 5
月から 10 月ころがサイクリングには快適な季節

のようす。 
アルトミュール川はケールハイム（Kelheim）で

ドナウ川に合流します。この地域ではジュラ紀後

期の地層が露出しており、太古の昔には亜熱帯の

サンゴ礁が広がる浅い海でした。現在は標高 400
〜500 メートルほどの石灰岩が多い丘陵地帯です

が、アルトミュール川沿いは深さ 100 メートルほ

どの渓谷を形成しています。川の両岸には切り立

った断崖や奇岩が連なり、始祖鳥の化石やネアン

デルタール人、ケルト人の遺跡も発見されていま

す。自然環境のみならず、歴史的にも考古学的に

も興味深い地域です。 
出発点のアイヒシュテットは、中世の町並みが

残る静かで小さな町です。この町の散策路は、歩

行者と自転車の通行路が明確に分けられていま

す。ドイツでは自転車を比較的速く走らせる人が

多いため、歩行者と分離されているのは安全で快

適です。このあたりの川の水は冷たく澄み、流れ

は穏やかです。渓谷沿いにはサイクリングロード

が整備され、点在する小さな町や村を通り過ぎな

がら、自然と歴史の両方を楽しむことができます。 
前夜に宿泊した Hotel Adler（ホテル・アドラー

〈鷲〉）から 10 キロほど走ったプフンツ（Pfünz）
村の丘の上には、ローマ時代（帝国最盛期の西暦

90 年頃）の要塞が復元されています。当時、アル

トミュール川はローマ帝国の国境であり、ローマ

軍は対岸の諸部族と対峙していたのだと思いを

馳せると感慨深いです。 

ここからさらに 20 キロ下流へ走ると、小さな

集落をいくつか通り過ぎ、キプフェンベルク

（Kipfenberg）という小さな町に到着します。町の

中心広場にあるカフェで一休みです。地名に含ま

れる「‐berg」は山や丘を意味し、急斜面の上には

教会が建てられています。 

しばらく休憩した後、本日の目的地まで 20 キ

ロ走ります。次第に渓谷両側の崖は低くなり、谷

底は広がって耕作地が増え、次第に穏やかな景観

へと変わっていきます。到着したバイルングリー

ス（Beilngries）は、城壁の残る中世の町で、Hotel 

Fuchsbräu（ホテル・フックスブロイ〈きつね醸造

所〉）に宿泊しました。こちらのホテルの名前も田

舎っぽくて癒やされます。（続く） 歩行者と自転車レーン（左）、アイヒシュテット広場（右）

要塞の遺跡（左）、崖の上にギリギリに立つ建物（右） 

アルトミュール川（左）、サイクリングロード（右） 

キプフェンベルク（左）、カフェで一休み（右） 


